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熊本県議会 経済常任委員会会議記録第 １ 回

平成19年５月11日（金曜日）

午前11時２分開議

午前11時９分閉会

本日の会議に付した事件

委員長・副委員長互選

閉会中の継続審査事件(所管事務調査）に

ついて

出席委員（８人）

委 員 長 松 田 三 郎

副委員長 池 田 和 貴

委 員 鬼 海 洋 一

委 員 馬 場 成 志

委 員 城 下 広 作

委 員 田 代 国 広

委 員  田 大 造

委 員 山 口 ゆたか

欠席委員 なし

委員外議員 なし

事務局職員出席者

議事課課長補佐 中 村 時 英

政務調査課主幹 堀 田 政 一

午前11時２分開議

○中村議事課課長補佐 それでは、皆様お集

まりでございますので、始めさせていただき

ます。担当書記の中村でございます。どうぞ

よろしくお願いします。

本日は、第１回の委員会でありますので、

正副委員長の互選をお願いいたします。

委員会条例第６条の２第２項の規定により

まして、年長の委員に委員長互選の職務を行

っていただくことになっております。

本委員会の年長の委員は、田代委員でござ

いますので、田代先生にお願いしたいと思い

。 、 。ます それでは よろしくお願いいたします

（年長委員着席）

○田代国広年長委員 ただいまから、第１回

経済常任委員会を開会します。

私が年長委員でありますので、委員長互選

の職務を行います。

まず、委員長の互選の方法につきましてお

諮りいたします。

どのようにいたしましょうか。

（ 年長委員一任」と呼ぶ者あり）「

○田代国広年長委員 年長委員一任という声

がありましたが、それでよろしいですか。

（ はい」と呼ぶ者あり）「

○田代国広年長委員 御異議なしと認めま

す。

それでは、私に一任ということであります

ので、委員長に松田委員を指名したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○田代国広年長委員 御異議なしと認めま

す。

よって、松田委員が、委員長に決定いたし

ました。

これで、私の職務は終わりますので、委員

長と交代します。

（年長委員退席、委員長着席）

○松田三郎委員長 委員長に御選任いただき

ました松田でございます。一生懸命頑張りま

す。委員各位の皆様どうぞよろしくお願いい

たします。

それでは、引き続き副委員長の互選を行い

ます。

互選の方法について、お諮りいたします。

どのようにいたしましょうか。

（「 」、「 」 ）委員長一任 選挙 と呼ぶ者あり

○松田三郎委員長 それでは、副委員長選任

について、投票という御意見がありました。
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投票により行いたいと思います。

、 、 、なお 投票の結果 得票数が同数の場合は

くじで定めることにいたしたいと思います

が、御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○松田三郎委員長 御異議なしと認め、その

ように決定いたしました。

それでは、事務局から投票用紙を配付させ

ます。

（投票用紙配付）

○松田三郎委員長 配付漏れはありません

か。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

○松田三郎委員長 順次投票願います。

（各委員投票）

○松田三郎委員長 投票漏れはありません

か。

（ なし」と呼ぶ者あり）「

○松田三郎委員長 投票を終了いたします。

それでは、ただいまから開票を行います。

（開票）

○松田三郎委員長 選挙の結果を報告いたし

ます。

投票総数 ８票

有効投票 ８票

無効投票 ０票

有効投票中

池田委員 ５票

鬼海委員 ３票

よって、池田委員が副委員長に決定いたし

ました。

それでは、池田副委員長にこちらの席にお

座りいただいて、一言ごあいさつをお願いい

たします。

（副委員長着席）

○池田和貴副委員長 ただいま、副委員長に

選任されました池田でございます。委員長の

補佐をいたしまして、委員会が、円滑にでき

るように努力していく所存でございます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。

○松田三郎委員長 次に、閉会中の継続審査

事件についてお諮りいたします。

本委員会の所管事務につきまして、閉会中

も継続して審査する必要がありますので、会

議規則第82条の規定に基づき、委員会次第に

記載のとおり、議長に申し出てよろしいかお

諮りいたします。よろしゅうございますか。

（ はい」と呼ぶ者あり)「

○松田三郎委員長 御異議なしと認めます。

それでは、議長に対して申し出を行うことに

決定しました。

本日の委員会は、これをもって閉会いたし

ます。

午前11時９分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

経済常任委員会委員長


